
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

担

当

課

（

室

）

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

目

次

の

完

了

○

〃

〃

【

規

則

】

○

岡

山

県

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

に

関

す

る

条

例

環

境

管

理

課

○

〃

〃

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

〃

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

〃

〃

【

告

示

】

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

収

納

代

理

金

融

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

会

計

課

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

（

県

例

規

集

登

載

）

定

の

一

部

改

正

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

（

県

例

規

集

登

載

）

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

施

術

機

関

の

指

〃

定

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

【

公

告

】

岡

山

県

公

報

令和２年１０月１３日 第１２２３５号



◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
一
号

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
の
一
の
項
中
「
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同

表
の
六
の
項
中
「
ひ
素
」
を
「
砒
素
」
に
改
め
、
同
表
の
十
の
項
中
「
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・

ひ

〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
の
一
の
項
中
「
一
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
四
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の

項
中
「
ひ
素
」
を
「
砒
素
」
に
改
め
る
。

ひ

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

平
成
二
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
号
（
収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
中

を
「
朝
銀
西
信
用
組
合

」
に
改
め
る
。

「
朝
銀
西
信
用
組
合

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
」

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）
。

、

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
指
定
年
月
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
た
か
や

井
原
市
高
屋
町
２
４
６
－
１

R２
.
８
.
1
7

津
山
薬
局
河
辺
店

津
山
市
河
辺
１
０
３
９
－
１

R
２
.
９
.
１

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

竹
北
歯
科
・
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

玉
野
市
田
井
５
－
３
－
１
３

名
称

竹
北
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

竹
北
歯
科
・
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

R
２
.
７
.
2
7

さ
く
ら
薬
局
瀬
戸
内
邑
久
店

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
３
３
９
－
２

名
称

岡
本
薬
局

さ
く
ら
薬
局
瀬
戸
内
邑
久
店

R
２
.
９
.
１

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
廃
止
年
月
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
た
か
や

井
原
市
高
屋
町
２
４
７
－
１

R
２
.
８
.
1
7

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が

（
）

）
。

、

。

あ

た
っ

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

居
宅
介
護

ク
ラ
フ
ト
株
式
会

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内

さ
く
ら
薬
局
瀬
戸
内
邑
久

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
３

事
業
所
の
名

岡
本
薬
局

さ
く
ら
薬
局
瀬
戸
内
邑
久

R
２
.
９
.１

事
業
者

社
一
丁
目
１
－
１

店
３
９
－
２

称
店

介
護
予
防

ク
ラ
フ
ト
株
式
会

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内

さ
く
ら
薬
局
瀬
戸
内
邑
久

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
３

事
業
所
の
名

岡
本
薬
局

さ
く
ら
薬
局
瀬
戸
内
邑
久

R
２
.
９
.１

事
業
者

社
一
丁
目
１
－
１

店
３
９
－
２

称
店

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の

（
）

）
。

、

。

届
出
が
あ

た
っ

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

居
宅
介
護
事
業
者

株
式
会
社
フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町
四
丁
目
１
３
－

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
た
か
や

井
原
市
高
屋
町
２
４
７
－
１

R
２
.
８
.
1
7

２
７

介
護
予
防
事
業
者

株
式
会
社
フ
ァ
ー
マ
シ
ィ

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町
四
丁
目
１
３
－

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
た
か
や

井
原
市
高
屋
町
２
４
７
－
１

R
２
.
８
.
1
7

２
７

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

（
）

（
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し

（
）

）
。

、

。た

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

施
術
所
を
開
設
し
て
い
な
い
施
術
者

氏
名

住
所

指
定
年
月
日

近
江

茜
赤
磐
市
仁
堀
東
３
３
２
－
３

R
２
.
９
.
1
5

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

備
前
市
日
生
町
日
生
字
南
椿
ノ
浦
二
五
七
五
の
一
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号



〔
四
五
七
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ノ
ー
ス
ラ
ン
ド

所
在
地

津
山
市
上
河
原
字
上
髭
田
一
六
〇
番
二
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
三
和

住
所

津
山
市
川
崎
一
四
七
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

日
笠

晴
夫

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

(1)
（
変
更
前
）
名
称

株
式
会
社
三
和

住
所

津
山
市
川
崎
一
四
七
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

石
原

祐
佶

（
変
更
後
）
名
称

株
式
会
社
三
和

住
所

津
山
市
川
崎
一
四
七
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

日
笠

晴
夫

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

(2)
（
変
更
前
）

ア

名
称

日
笠
商
事
株
式
会
社

住
所

津
山
市
戸
島
六
三
四
番
地
一
二

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

日
笠

晴
夫

イ

名
称

株
式
会
社
大
黒
屋
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住
所

津
山
市
元
魚
町
二
三
番
地
二

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

林

泰
史

（
変
更
後
）

ア

名
称

株
式
会
社
ジ
ョ
イ
ア
ー
バ
ン

住
所

鳥
取
県
米
子
市
角
盤
町
一
丁
目
二
七
番
地
二

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

宇
田
川

正
樹

イ

退
店
の
た
め
削
除

４

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
一
日
ほ
か

二

届
出
年
月
日

令
和
二
年
九
月
三
十
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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〔
四
五
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

倉
敷
市
福
田
町
地
内

基
準
点
測
量

令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
三

年
二
月
二
十
八
日
ま
で
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〔
四
五
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
総
社
字
諸
上
東
一
一
六
七

五
、
一
一
六
七

六

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
い
ず
み
町
一
一

三
四

Ｃ

三

－
－

中
塚

裕
士

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
九
七
号
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〔
四
六
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
総
社
字
諸
上
東
一
一
六
七

八
、
一
一
六
七

九

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
田
中
五
八
四

田
中
宿
舎
Ｃ
棟
三
〇
一
号
室

原
田

和
明

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
五
二
号
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〔
四
六
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
久
米
字
七
ノ
坪
二
六
五

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

津
山
市
津
山
口
三
一
七

一
〇
県
職
員
官
舎
Ｂ
棟
二
〇
二
号
室

－

松
村

一
輝

倉
敷
市
平
田
二
七
〇

二
グ
レ
ー
シ
ー
幸
田
二
〇
八

－

松
村

香
苗

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
六
三
号
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〔
四
六
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
久
米
字
七
ノ
坪
二
七
五

八
、
二
七
五

九
、
二
七
七

六

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
原
八
三
七

一
ア
ヴ
ニ
ー
ル
・
ア
ン
ジ
ュ
二
〇
一

－

藤
村

頼
隆

藤
村

萌

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
八
号
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〔
四
六
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
中
央
五
丁
目
一
三

一
〇
七
、
真
壁
字
中
溝
三
三
八

一

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
井
手
一
八
〇

一
シ
ャ
ル
マ
ン
フ
ル
ー
ル
Ⅰ
Ａ
二
〇
二
号

－

麦
田

将
司

麦
田
由
香
里

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
五
八
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
八
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

表
病
院
の
項
中
「
岡
山
市
中
区
今
谷
七
七
〇

一
」
を
「
岡
山
市
中
区
今
在
家
三
〇
四

六
」
に
改

－
－

め
る
。

令和２年１０月１３日　岡山県公報　第１２２３５号


